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1. 総論 

（１） 基本方針 

施設・事業所としての災害対策に関する基本方針を記載する。 

１．利用者の安全確保 

２．サービスの継続 

３．職員の安全確保 

 

（２） 推進体制 

平常時の災害対策の推進体制を記載する。 

主な役割 役職 氏名 

責任者 法人代表 羽田英司 

施設リーダー（取りまとめ） 管理者 本波京子 

連絡調整補佐  安井秀仁 

支援関係補佐  寺田友恵 

   

 

（３） リスクの把握 

① ハザードマップなどの確認 
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② 被災想定 

 

※北区は上町断層帯地震時に大きく被害が出ることが予想される 

 

（４） 優先業務の選定 

① 優先する事業 

  優先順位 １ ２ ３ ４ 

ディープレイス 在宅支援 通所支援 地域貢献 余暇活動 

サークルトゥイン

クル都島 

在宅支援 通所支援 地域貢献 余暇活動 

 

② 優先する業務 

優先業務 必要な人数 備考 

安否確認 3 人  

避難状況確認 3 人  

通所再開 5 人  
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2. 平常時の対応 

（１） 建物・設備の安全対策 

① 人が常駐する場所の耐震措置 

場所 対応策 備考 

建物（柱） 柱の補強／X型補強材の設置 旧耐震基準設計のもの 

建物（壁） 柱の補強／X型補強材の設置 旧耐震基準設計のもの 

パソコン 耐震キャビネット（固定）の採用  

キャビネット ボルトによる固定  

本棚等 ボルトによる固定  

   

   

   

   

   

   

   

 

② 設備の耐震措置 

対象 対応策 備考 

設備・什器類 家具転倒防止金具等の装着  

整理整頓 物を積み上げない  

避難経路上のガラス 飛散防止フィルムを張る  

消火器・消火設備 日常点検  

   

   

   

   

   

   

   

   

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。 

③ 水害対策 

対象 対応策 備考 

外壁のひび割れ等 目視による点検、管理会社に報告  

入口前周辺の整理 飛びそうな物や危険予測される物の除

去、対策等 
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（２） 電気が止まった場合の対策 

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。 

稼働させるべき設備 自家発電機もしくは代替策 

スマートホン 手動式充電器 

照明 電池ライト 

  

 

（３） ガスが止まった場合の対策 

被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。 

稼働させるべき設備 代替策 

暖房器具 使い捨てカイロ 

  

 

（４） 水道が止まった場合の対策 

被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。 

① 飲料水 

備蓄（1 ガロン樽×２本またはペットボトル 2L×12 本） 

② 生活用水 

ポリタンク 18L×１本 

 

（５） 通信が麻痺した場合の対策 

スマートホンを使用して、電話、SNS、LINEの活用 

 

（６）システムが停止した場合の対策 

日常的に業務上重要なものは Dropboxにデータを残す 

 

 

（７）衛生面（トイレ等）の対策 

① トイレ対策 

携帯トイレ、簡易トイレの備蓄 
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（８） 必要品の備蓄 

【飲料・食品】 

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当 

水（ガロン樽） 2 本 毎週交換 バックヤード 管理者 

乾パン 2 缶  バックヤード 管理者 

レトルト粥 10袋  バックヤード 管理者 

羊羹 1 本  バックヤード 管理者 

     

     

     

 

【医薬品・衛生用品・日用品】 

品名 数量 消費期限 保管場所 メンテナンス担当 

置き薬一式 １箱  書庫上 布亀薬局（営業） 

マスク 12箱  バックヤード 管理者 

貼るカイロ ２箱  バックヤード 管理者 

     

 

【備品】 

品名 数量 保管場所 メンテナンス担当 

手動充電式ラジオ 1 非常持出袋 管理者 

防水ライト 1 非常持出袋 管理者 

ホイッスル 1 非常持出袋 管理者 

レジャーシート 1 非常持出袋 管理者 

軍手 2 組 非常持出袋 管理者 

雑巾 2 枚 非常持出袋 管理者 

ゴミ袋 45L 10枚 非常持出袋 管理者 

 

（９） 資金手当て 

店舗火災保険加入 

現金 5 万円 
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3. 緊急時の対応 

（１） ＢＣＰ発動基準 

地震の場合、水害の場合等に分けて BCP を発動する基準を記載する。 

【地震による発動基準】 

本書に定める緊急体制は、東淀川区周辺において、震度 6以上の地震が発生し、被災状況や社会的混乱

などを総合的に勘案し、法人代表が必要と判断した場合、法人代表の指示により BCP を発動し、対策

本部を設置する。 

 

【水害による発動基準】 

・大雨特別警報が発表されたとき 

・高潮特別警報が発表されたとき 

・洪水警報（淀川）が発表されたとき 

 

また、責任者が不在の場合の代替者も決めておく。 

責任者 代替者① 代替者② 

法人代表 施設管理者 職員 

   

 

（２） 行動基準 

平常時・・・・・・・日常点検・訓練／見直し 情報収集・情報共有 

災害直後・・・・・・命を守る行動（安全確保・退避） 

当日・・・・・・・・二次災害対応（避難場所の確保等） 

   〇 情報収集 

   〇 支援体制の確保（人員、物資等） 

   〇 情報共有 

   〇 連携・・・・・・・施設、事業所間連携 行政連携 他支援機関連携 

   〇 情報発信・・・・・利用者家族安否確認 施設、事業所情報 

体制確保後・・・・・生活困窮者の支援 避難先への訪問 事業の順次再開 

体制回復後・・・・・通所再開、業務再開 

完全復旧後・・・・・平常移行 評価／反省／見直し 備蓄品等の補充など 

           

（３）対応体制 

  管理者は地震災害応急対策の実施全般について一切の指揮を行う 

１． 管理者を隊長とし、出勤している従業者、または出勤可能な従業者をまとめて地震防災活動隊を組織する。ま

た、管理者不在のときは、速やかに従業者の中から隊長を選出する。 

２．地震防災活動隊として下記の様な活動が考えられる。隊長はそれぞれに可能な人員を任命し、活動を開始する。 

情報班・・・・行政と連絡をとり、正確な情報の入手に努めるとともに適切な指示を仰ぎ、隊長に報告するととも 

に、利用者、利用者家族へ状況の連絡を行い、記録する 
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消火班・・・・地震発生直後直ちに火元の点検、ガス漏れの有無の確認などを行い、発火の防止に万全を期すとと 

もに、客家の際には消化に努める。 

応急物資班・・食料、飲料水などの確保に努めるとともに、炊き出しや飲料水の配布を行う。 

安全指導班・・利用者の安全確認、施設設備の損傷を確認し報告する。隊長の指示のある場合は、避難誘導を行う。 

 

（３） 対応拠点 

緊急時対応体制の拠点となる候補場所 

第１候補場所 第２候補場所 第３候補場所 

本庄東川崎公園 WISH大阪ビル９F 

（ディープレイス施設内） 

豊崎本庄小学校 

 

（４） 安否確認 

① 利用者の安否確認 

【安否確認ルール】 

通所利用者：点呼 

在宅利用者：電話または LINEの活用 

 

【医療機関への搬送方法】 

救急車の依頼（必要であれば周りの人に声をかけ着衣等で応急担架を作り病院へ搬送する） 

② 職員の安否確認 

【施設内】 

声掛け点呼 

【自宅等】 

グループ LINE、SNSを活用 

 

（５） 職員の参集基準 

在宅時での災害発生においては、まず本人、家族の安全確保、避難を優先する。 

事業所への参集可能かどうかはグループ LINEを活用し、インフラ状況の情報と合わせて判断する。 

地震防災活動隊の情報班の活動においては、オンライン上でも可能であるので、避難安全が確保された

後は、できうる範囲で活動を行う。 

 

（６） 施設内外での避難場所・避難方法 

【施設内】 

 第１避難場所 第２避難場所 

避難場所 窓から離れた場所（教室中央部分） 外の安全を確認し屋外へ出る 

避難方法 職員は声を掛け合い、教室中央に集まる 
職員は外の安全を確認し、屋外へ誘導

する 
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【施設外】 

 第１避難場所 第２避難場所 

避難場所 本庄東公園 ディープレイス室内９F 

避難方法 

 

職員は利用者を取りまとめて、訓練通り

に避難経路を使い避難指定場所へ向かう 

 

 

情報により、洪水等による浸水の到達

が早いと判断されるときには、店舗の

屋上、近隣のビル等へ避難する。 

 

（７） 重要業務の継続 

経過目安 夜間又は職員のみ 発災後 6時間 発災後 1日 発災後 3日 発災後 7日 

出勤率 ３％ ３０％ ５０％ ７０％ ９０％ 

ライフラ

イン 

停電・断水 停電・断水 停電・断水 断水 復旧 

業務基準 職員の安全確保 情報収集・職員、

利用者の安全確

認 

避難所への誘導、

食事、水の確保 

利用者の状況確

認、メンタルケア 

通所再開、オンラ

イン支援 

      

 

（８） 職員の管理 

① 休憩・宿泊場所 

   業務時間を調整し、基本的に短時間業務で切り上げ帰宅する。もしくはオンライン業務を中心に行う。 

② 勤務シフト 

    災害時の業務は、職員本人も被災している可能性が大きいので、負担にならないように調整する。 

    他事業所との連携を行い、避難者の情報等の共有し、職員の活動や必要な支援を一体的に行う。 

 

（１０） 復旧対応 

① 破損個所の確認 

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。 

＜建物・設備の被害点検シート例＞ 

 

対象 状況（いずれかに○） 対応事項/特記事項 
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建
物
・
設
備 

躯体被害 重大／軽微／問題なし  

エレベーター 利用可能／利用不可  

電気 通電 ／ 不通  

水道 利用可能／利用不可  

電話 通話可能／通話不可  

インターネット 利用可能／利用不可  

・・・   

建
物
・
設
備 

（
フ
ロ
ア
単
位
） 

ガラス 破損・飛散／破損なし  

キャビネット 転倒あり／転倒なし  

天井 落下あり／被害なし  

床面 破損あり／被害なし  

壁面 破損あり／被害なし  

照明 破損・落下あり／被害なし  

・・・   
 

 

② 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応） 

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。 

体制が落ち着いた後、行政へ報告し、必要なことがあれば HP 上に公表する 

 

4. 他施設との連携 

① 連携体制の構築・地域のネットワーク等の構築・参画 

【連携関係のある施設・法人】 

施設・法人名 連絡先 連携内容 

株式会社ヤスモジャパン 06-6767-0860  

   

   

【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】 

医療機関名 連絡先 連携内容 

加納総合病院 06-6351-5381  

イークリニック 06-6292-0155  

   

【連携関係のある社協・行政・自治会等】 

名称 連絡先 連携内容 

北区社会福祉協議会 06-6313-5566   
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（２） 連携対応 

① 事前準備 

職員の合同研修などを行い、非常時の協力体制を準備する 

 

② 入所者・利用者情報の整理 

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を記した「利用者カード」

を作成する 

 

③ 共同訓練 

1. テナントビルの他テナントやマンション等に避難訓練時の告知を行い、できるだけ参加を呼び掛ける。 

2. 地域活動協議会主催の避難訓練への参加 

3. 自立支援協議会を通じ、他事業所との防災情報の共有、研修の参加 

 

 

5．地域との連携 

（１） 被災時の職員の派遣 

（ 災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録 ） 

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員とし

ての登録を検討し、法人として派遣時の待遇等について検討する。 

 

（２）福祉避難所の運営 

① 福祉避難所の指定 

利用者の特性等や職員の介護的なスキルを鑑みれば、福祉避難所として受け入れることは難しいが、障害

者に限らず、多くの方のメンタル面での支援や、児童の心理的ケア、学習指導においてできうる限り協力

していく 

 

 

6. 通所サービス固有事項 

【平時からの対応】 

非常時の防災訓練等の実施、防災用品の確認、避難誘導路の確認 

利用者カードの作成、重要データのクラウドへのバックアップ 

オンライン活用の研修、他事業所等との連携 

 

【災害が予想される場合の対応】 

通所利用者の安全確保、避難誘導等の確認 

在宅利用者、職員の安全確認方法の確認 

地震防災活動隊の組織、業務継続へ向けた活動の確認 

 



13 

 

【災害発生時の対応】 

通所利用者の安全確保、避難誘導等の開始 

在宅利用者、職員の安全確認 

地震防災活動隊の組織、業務継続へ向けた活動の開始 

関係機関との連携を行い、情報を収集し、必要な改善策を随時取り行う 

 

 

７．研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し 

定期的に訓練（シミュレーション）を行い、職員への周知と課題を洗い出す。 

課題を見直し、必要に応じ BCP を修正していく 

 

更新日 更新内容 更新者 

令和 6 年３月 1日 ＢＣＰ作成 羽田 

   

   

   

   

   

 


